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まえがき 

この規格は，産業標準化法第 12 条第 1 項の規定に基づき，一般社団法人日本電機工業会（JEMA）及び

一般財団法人日本規格協会（JSA）から，産業標準原案を添えて日本産業規格を制定すべきとの申出があ

り，日本産業標準調査会の審議を経て，経済産業大臣が制定した日本産業規格である。 

この規格は，著作権法で保護対象となっている著作物である。 

この規格の一部が，特許権，出願公開後の特許出願又は実用新案権に抵触する可能性があることに注意

を喚起する。経済産業大臣及び日本産業標準調査会は，このような特許権，出願公開後の特許出願及び実

用新案権に関わる確認について，責任はもたない。 
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日本産業規格          JIS 
 C 4220：2020 
 

小形交流電動機の安全性 

Safety for small A.C. motors 

 

序文 

小形交流電動機には，安全以外の側面を含む要求事項を規定した次に示す製品規格（業界規格含む。）が

存在するが，この規格では，これらの小形交流電動機の安全性について取り扱う。 

－ JIS C 4203 一般用単相誘導電動機 

－ JIS C 4210 一般用低圧三相かご形誘導電動機 

－ JIS C 4213 低圧三相かご形誘導電動機－低圧トップランナーモータ 

－ JEC-2110 誘導機 

 

なお，この規格と電気用品の技術上の基準を定める省令の解釈（平成 25 年経済産業省令第 34 号）“別表

第七 電気用品安全法施行令（昭和三十七年政令第三百二十四号）別表第二第六号に掲げる小形交流電動

機”などとの対比表を，附属書 A に示す。 

 

1 適用範囲 

電動機のうち，次の小形交流電動機（以下，電動機という。）の安全性について規定する。 

a) 単相電動機 定格電圧が 100 V 以上 300 V 以下，並びに定格周波数が 50 Hz 及び／又は 60 Hz のもの。

ただし，次に該当するものは除く。 

－ 極数変換形のもの 

－ 防爆形のもの 

－ 次に該当する特殊な用途のもの 

・ 紡績機械用のもの 

・ 金属圧延機械用のもの 

－ 次に該当する特殊な用途かつ特殊な構造のもの 

・ 医療用機械器具用のもの 

・ 電動ミシン以外の機械器具に組み込まれるもの 

b) 三相かご形誘導電動機 定格電圧が 150 V 以上 300 V 以下，定格出力が 3 kW 以下，並びに定格周波

数が 50 Hz 及び／又は 60 Hz のもの。ただし，次に該当するものは除く。 

－ 短時間定格のもの 

－ 極数変換形のもの 

－ 防爆形のもの 

－ 次に該当する特殊な用途のもの 

・ 紡績機械用のもの 


